
指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援の指定を受けて実施する場合、以下の手続きを行う。

①介護予防支援の指定の希望がある場合、随時、申出フォームから申し出る。

②申出の内容をもとに運営協議会の議題として、介護予防支援事業者を指定する旨を諮る。

※運営協議会は不定期の開催。

※運営協議会の開催予定が立ち次第、申し出のあった事業所あてに連絡する。

③運営協議会で諮った結果を、申出者あてにお知らせする。

⑤書類の審査の結果、不備等なければ指定（許可）通知書を発送する。指定日は運営協議会の開催月の翌々月１日。

指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援の指定を受ける流れについて

居宅介護支援事業者 市 川口市介護保険運営協議会

④承認の場合は、運営協議会の開催月の末日までに、必要書類をすべて揃えた上で、指定申請をする。なお、申請は原則電子
申請・届出システムにて受け付ける。
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川口市ホームぺージから申出をする。

(LoGoフォーム)
介護予防支援事業者の指定をする場合は、介護保険法第百十五条の二十二第

4項の規定により、あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な

措置を講じなければならないため、本市では、川口市介護保険運営協議会

（「運営協議会」）の議題として、介護予防支援事業者を指定する旨を諮っ
た上で、指定を行います。

③結果通知

諮った結果、承認を得られない場

合があります。

②運営協議会に諮る

【提出書類】

・指定（許可）申請書

・指定に係る記載事項

・登記事項証明書又は条例等

・運営規程

・誓約書

・介護給費算定に係る体制等に関する届出書等

・業務管理体制に係る届出★

★は該当する事業所のみ

詳細は、川口市ホームぺージをご確認ください。

⑤指定（許可）通知書の発送
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